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公益財団法人沖縄県保健医療福祉事業団 

令和２年度市町村健康づくり運動実践活動助成事業実施要綱 

 

(目 的) 

第１条 この要綱は、広く県民の健康づくりを支援するため市町村が実施する

健康づくり運動実践活動事業に対し助成することについて、必要な事項を定め

る。 

 

(助成対象事業) 

第２条 助成の対象となる事業は、市町村において健康づくり活動を推進するため

の事業であって、事業の内容、ニーズの高さ等地域の実情に照らし、事業の実施

が必要と認められ、公益性・継続性・発展性が期待できる事業のうち、次に掲げ

るいずれかの事業とする。 

（１）運動・栄養・たばこ・ストレス等に関わる健康教室等の開催事業 

（２）健康経営をテーマとするセミナー等の開催事業 

（３）その他地域の特性に応じたモデル的事業 

２ 同一の事業（継続事業）についての助成は１市町村につき３回までを限度とす

る。 

３ 前項の規定については、最終的な助成金の交付をもって１回と数えるものとし

（申請取り下げ等の事由により助成金の交付に至らなかった場合、１回と数えな

い）、平成３０年度以前のものについては回数に含めないものとする。 

 

 (助成対象経費) 

第３条 助成の対象となる経費は、第２条に定める事業を実施するために必要な経

費とし、以下の項目とする。 

 （１）謝金・報償費 

 （２）旅費交通費 

 （３）消耗品費 

 （４）印刷製本費 

 （５）役務費 

 （６）使用料・賃借料 

 （７）委託料 

 （８）その他諸経費 

２ 以下に該当する経費は除くものとする。 

（１）運営経費（職員給与、役職員への報酬、家賃、光熱水費等） 

（２）飲食費 

（３）備品購入経費 

（４）補助金（助成金など、これに類するものを含む） 

（５）その他理事長が対象外と認めたもの 

 

     (助成金額)  

第４条  助成金の額は、１市町村１事業について、助成対象経費の１０分の７以内
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の額とし、１円未満は切り捨てるものとする。ただし、当該額が３０万円を超え

る場合は、３０万円とする。 

 

 (助成申請) 

第５条 助成を受けようとする者は、助成申請書（第１号様式）にその他必要な書

類を添えて、理事長に提出するものとする。 

 

 (助成の決定) 

第６条 理事長は、前条の助成申請書を受理したときは、事業団設立の目的、定款

及びこの要綱に定めるところに従い、必要な審査をし、当該事業年度の事業計画

に基づき助成することのできる資金の状況を勘定の上、助成の可否を決定し、助

成決定通知書（第２号様式）又は助成不承認通知書（第３号様式）により申請者

に通知するものとする。この場合において、理事長は必要な条件を付すことがで

きる。 

２ 前項に定める審査については、助成申請事業の内容、過年度における申請状況

（助成金の申請・交付回数及等）・事務処理状況（事務手続きにおいて当該助成

事業の円滑な進行の妨げとなる重大な瑕疵や不備が認められる場合、審査におい

て考慮の対象となる場合がある）、その他必要な事項を総合的に勘案するものと

し、具体的な審査方法については理事長が別に定める。 

 

(助成の条件) 

第７条 助成決定の通知を受けた者（以下「助成事業者」という。）は、助成事業

の内容を第５条の申請後原則として変更することはできない。 

 ただし、やむを得ない事由があると認められる場合に限り、計画変更申請書（第

１号様式の２）を理事長に提出し、その承認（第２号様式の２）を受けることで

助成事業の内容を変更することが出来る。審査の結果不承認となった場合は不承

認通知書（第３号様式の２）によって通知する。 

２ 助成事業者は、助成事業の実施に伴う各種印刷物への助成名義の表示及び事業

団が定める各種方法により、事業団の助成対象事業であることを広く一般に明示

するものとする。 

３ 助成事業者は、事業団が行う助成事業の実施状況の確認及びその効果を把握 

 するために行なう調査等に協力するものとする。 

４ その他理事長が目的を達成するために必要と認めた条件を付すことができる。 

 

 (助成の取下げ) 

第８条 助成事業者は、その内容又はこれに付された条件に不服があるときは、助

成決定の通知を受領した日から１０日以内に理事長に助成申請取下書（第４号様

式）により申請を取り下げることができる。 

 

 (完了の報告) 

第９条 助成事業者は、助成対象事業が完了したときは、事業の成果に関する評価

を行い、助成事業完了報告書（第５号様式）に証拠書類等の必要な書類を添えて、
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事業完了の日から３０日以内若しくは令和３年２月２６日のいずれか早い日ま

でに理事長に提出しなければならない。 

 

 (助成金の確定) 

第１０条 理事長は、前条に定める助成事業完了報告書等を受理したときは、その

内容を審査し、当該助成対象事業の成果が助成決定の内容及びこれに付した条件

に適合すると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、助成金確定通知書

（第６号様式）により助成事業者に通知するものとする。 

２ 助成金の額の確定は、助成対象事業に要した実績額に第４条の助成率を乗じて

得た額（１円未満は切り捨てる）と交付決定額（変更されたときは変更後の額と

する）のいずれか少ない額とする。 

 

（助成金の請求及び交付） 

第１１条 助成事業者は、第１０条の助成金の額が確定した後に助成金請求書（第

７号様式）を理事長に提出しなければならない。その後、理事長は助成金請求書

を受理し、助成事業者に対し助成金を交付するものとする。 

 

 (助成金の取消及び返還) 

第１２条 理事長は、助成事業者が、助成金を他の用途に使用し、その助成事業に

関して助成決定の内容又はこれに付した条件若しくは本助成要綱に定める事項

に違反したときは、助成決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合

において、助成の当該取消しに係る部分に関し、既に助成金を受けているときは、

理事長が定める日までに当該助成金を返還させることができる。 

 

（事業評価） 

第１３条 助成事業者は、当事業団が実施する助成事業の事後評価に協力するもの

とする。 

 

（関係書類の整備等） 

第１４条 助成を受けたものは、事業実施に関する証拠書類を整備し、当該事業年

度の翌年から起算して５年間保管しなければならない。 

 

(その他) 

第１５条 この要綱に定めるもののほか、助成に関し必要な事項は、別に定める。 

 

 

 

附 則 

 この要綱は令和２年４月１５日から施行し、令和３年３月３１日までその効力 

を有する。 


